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（
イ
ラ
ク
人
道
復
興
支
援
活
動
等
及
び
武
力
攻
撃
事
態
等
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
委
員
会
）

自
衛
隊
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
〇
四
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は

「
日
本
国
の
自
衛
隊
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
と
の
間
に
お
け
る
後
方
支
援
、
物
品
又
は
役
務
の
相
互
の
提

、

供
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
政
府
と
の
間
の
協
定
を
改
正
す
る
協
定

（
以
下
「
日
米
物
品
役
務
相
互
提
供

」

協
定
改
正
協
定
」
と
い
う

）
が
平
成
十
六
年
二
月
に
署
名
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て
、
こ
の
協
定
の
的
確
な
実
施
を
確
保
す
る

。

た
め
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
軍
隊
に
対
す
る
物
品
及
び
役
務
の
提
供
に
つ
い
て
、
そ
の
根
拠
及
び
手
続
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
自
衛
隊
が
任
務
遂
行
に
支
障
を
生
じ
な
い
限
度
に
お
い
て
、
物
品
又
は
役
務
の
提
供
を
次
に
掲
げ
る
合
衆
国
軍
隊
に
実
施

す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
そ
の
他
必
要
な
整
備
を
行
う
。

１

自
衛
隊
と
の
共
同
訓
練
を
行
う
合
衆
国
軍
隊

２

自
衛
隊
が
災
害
派
遣
を
行
っ
て
い
る
現
場
に
お
い
て
、
政
府
の
要
請
に
基
づ
き
災
害
応
急
対
策
の
た
め
の
活
動
を
行
う

合
衆
国
軍
隊

３

自
衛
隊
が
在
外
邦
人
等
の
輸
送
を
行
っ
て
い
る
現
場
に
お
い
て
、
当
該
輸
送
と
同
種
の
活
動
を
行
う
合
衆
国
軍
隊
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４

訓
練
、
連
絡
調
整
そ
の
他
の
日
常
的
な
活
動
の
た
め
、
航
空
機
、
船
舶
又
は
車
両
に
よ
り
本
邦
内
の
自
衛
隊
施
設
に
到

着
し
て
一
時
的
に
滞
在
す
る
合
衆
国
軍
隊

二
、
提
供
さ
れ
る
物
品
に
は
、
武
器
（
弾
薬
を
含
む

）
は
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

。

三
、
自
衛
隊
法
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
隊
か
ら
合
衆
国
軍
隊
に
対
し
て
物
品
又
は
役
務
の
提
供
を
実
施
す
る
場

合
の
決
済
そ
の
他
の
手
続
に
つ
い
て
は
、
法
律
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
日
米
物
品
役
務
相
互
提
供
協
定
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

四
、
本
法
律
は
、
日
米
物
品
役
務
相
互
提
供
協
定
改
正
協
定
の
効
力
発
生
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


